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巻頭言

巻頭言

掲げるだけでなく、実際に実現しようとす
れば、どうしても生臭い局面に立ち戻らざ
るを得ない。
　これは、戦闘などという勇ましい用語を
用いずとも、例えば、政策要求実現とい
う課題に即してみれば、その時々の政治
状況、社会状況に応じて、相手を弱めこ
ちらを強める戦略が求められるわけで、
政権交代ともなればなおさらである。
  仮にＢを実現させない、食い止めようと
すれば、Ａを主張し、対置するだけでは
決定的に不充分である。どんなにＡが正
しく、真理であったとしても、それでＢが
退散してくれるわけではない。Ｂを食い止
めるには、（前述のように）ＢのなかにもＡ
に近い勢力を増やすとともに、ライバルで
あるＣとも（一時的に）手を組むことも必
要になってくる。Ａの主張は、多数派形
成の旗印、結集軸として掲げられること
になる。（そうした大局観が欠如してしま
うと、相手の中に味方を作るどころか、
味方の中に敵を探すことに躍起になった
り…ということにもなりかねない。）
　つまり、戦略もビジョンも、対抗勢力と
対峙する具体的な局面で生まれ、練り直
されるものであり、どの局面にも通用する
一貫したものなどそもそも成り立ちようが
ないわけだ。
  すでにビジョンを手にしている、という
自負があったとしても、いま切り結んでい
る局面で、それが有効に作用し、せめぎ
合いの勢力関係にインパクトを与えるもの
でなければならないだろう。
  このように見てくると、「戦略」「ビジョン」

「対抗軸」は、ほぼ一つながりのものとし
て構想され、共有されるべきものである
ことが明らかになる。
  ビジョンという単語は、辞書を繙けばわ
かるように、将来像だけでなく、それを
構想する力、洞察力をも意味している。
静態的な構想だけでなく、動態的な力で
あり意志でもあるということだ。
　筆者自身はこの９月で「退役」の身とな
るが、連合総研の「中長期ビジョン」が、
力と意志の凝縮として練り上げられること
を期待したい。

るようだが、どうしても違和感を禁じ得
ない。　
　戦略というのは言うまでもなく戦争（戦
闘）用語である。敵を倒すための大方
針であり、そこから個々の局面における
戦術や作戦が練られていく。
　政治的な争いでは、相手を分断した
り、相手の一部を味方につけたり、それ
までのライバルと手を組んだりと複雑な
様相を呈し（そこがサッカーの戦術とは
異なるところだ）、実に生臭いものとなる。
　一方、ビジョンとなると、その響きから
して生臭さとは縁遠いように見える。基
本的な理念や構想が整然と示され、一
見すると誰も正面切って異を唱えること
ができないようなものも少なくない。
　だが、ビジョンにも生臭さは付きまとう。
なぜなら、あるビジョンを打ち出すという
ことは、必ずといっていいほど、他のも
のとの違いが前提になっている筈だから
だ。
　ビジョンは子供たちにとっての「夢」で
はない。Ａというビジョンを掲げる際には、
同時にＢやＣという選択肢、あるいは分
岐点があり、ＢやＣを批判し、否定した
上でＡを掲げている筈なのだ。
　ビジョンＡに、ＢやＣへの批判が明示
されていなかったとしても、そこには明
確な「対抗軸」が埋め込まれているので
ある。（いまの我々にとっては普遍的価
値に思える自由も平等も公正も、時代や
地域が異なれば決して自明ではなく、そ
れを否定するものに対する対抗軸として
打ち出される。）
　こうした差別化をめぐるせめぎ合いは、
国家間や政党間といったマクロの争いに
限定されるわけではなく、ごく日常的な
営みとして起きていることであり、こうし
たミクロのせめぎ合いの場と無関係に

「知」や「真理」の領域があるわけでは
ない。どんな研究（者）も、ミクロのせ
めぎ合いと切り離されることはあり得な
いのである。
　そして、そのビジョンを、お題目として

成長戦略、再生戦略、再興戦略…。
ほとんど日常的な用語になってい
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　 視　点

「壁」という言葉は比喩的に使われることが多いが、

その用法は三つぐらいに分けられそうだ。第一に、心

理的、象徴的に隔てる「壁」である。「男女の壁」や「世

代の壁」、「組織の壁」、正規と非正規の間の「雇用の壁」

などがある。第二に、個人の行動や産業の発展などを

制度的、慣行的に阻む「壁」である。企業の新規参入

を制限する「参入障壁」や、貿易を制限する「関税障壁」

「非関税障壁（ＮＴＢ）」、女性就労をめぐる「年収の壁」

（103万円、130万円）や学童保育をめぐる「小1の壁」

などがある。第三に、個人や組織が成長・発展するう

えで乗り越えなければならない「壁」である。スポー

ツの世界等には「記録の壁」があるし、人生や職業生

活において乗り越えなければならないものを「成長の

壁」と喩えることは多い。

第一の「壁」については、ほとんどの人が取り壊す

ことに賛成であろう。しかし、この種の「壁」は長い

年月をかけて分厚く高く築かれた強固なものが多く、

そう簡単に壊せそうにはない。できることから、少し

ずつ「壁」を低くしていく作業が必要である。

第二の「壁」については、その必要性を見極めるこ

とが大事であるが、これは非常に難しい。立場や時代

によって、「壁」の必要性やその厚さ、高さは異なる。

見極めを誤れば、かえって不幸な結果を招きかねない。

思い浮かぶのは、タクシーの規制緩和が価格競争の激

化や労働条件の悪化を招いているとされる例である。

また、雇用や医療、農業などの分野での様々な規制は「岩

盤規制」と呼ばれ、政府の成長戦略ではそれを取り壊

す様々な道具が並べられているが、果たしてその見極

めは正しいかどうか、見極めの“見極め”が必要とさ

れよう。

第三の「壁」は必要なものであり、いかにして乗り

越えるかが問われる。自分の職業生活をふり返れば思

い当たる人も多いだろう。例えば、大きなプロジェク

トをやり遂げたときや、自分には到底できないと思っ

ていた仕事がうまくできたときなど、いわゆる成功体

験である。成功体験だけでなく失敗体験も含め、仕事

の取り組み姿勢やマネジメントの仕方などに大きな影

響を与えた鍵となる出来事を「一皮むけた経験」

（quantum leap experience：直訳すると、量子学的

な飛躍経験）と名付け、その経験を聞き出して体系化

しようとする研究もある。

個人に限らず、組織にとっても「一皮むけた経験」

は必要である（と思う）。最近、ある地方連合会で結成

時に役員を務めていたOBの方々からヒアリングをする

機会を得た。みなさんのお話から強く印象づけられた

のは、当時の組合運動は、結成間もない地方連合の存

在を地域にどのようにアピールするか、注目される組

合運動、裾野を広げた組合運動をどのように展開する

かといった点を意識して苦心されていたことである。

現在はどうであろうか。労働組合への風当たりが強い

今こそ、労働運動にとっての「一皮むけた経験」が必

要ではないか。それは何が考えられるだろうか。繰り

返し言われていることだが、やはり非正規問題への取

り組みであろう。各産業が様々な課題に直面するなか、

非正規問題は産業横断的に共通する課題である。また、

この取り組みは、労働運動にとっての「壁」（上記、第

三の壁）を乗り越えるのに資するだけでなく、正規と

非正規の間の「雇用の壁」を壊す（第一の壁）ことに

もつながる。先行組合の「一皮むけた経験」は集まり

つつある。連合総研の研究成果（『「非正規労働者の組

織化」調査報告書』（2009年１月）、『有期・短時間雇

用のワークルールに関する調査研究報告書』（2014年

７月））を参考にしていただければ幸いである。

（前連合総研研究員　内藤直人）

労働組合も「一皮むけた経験」を
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春
闘
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過
去
・
現
在
・
未
来

はじめに
　春闘が1955年に成立した８単産共闘に起源
があることは一応の定説である。春闘は、厳
密には、春闘委員会（のち、春闘共闘会議、
国民春闘共闘会議）に参加した労働組合によ
る賃上げ闘争と関連する制度・政策にかかわ
る闘争を指す。全労・同盟は、賃闘と名付け
る独自の賃上げ闘争を組織したが、実質的に
は春の賃上げ闘争の一部を構成した。連合成
立以来、春季生活闘争と名付けられたあり方
も略称は春闘と呼ばれることが多い。かりに
春季生活闘争を春闘の後継とするならば、
2014年で８単産共闘から60年が経過した。そ
の春闘の歴史的意義の概観はこれからの労働
運動のあり方を検討するうえでも興味深いこ
とである。ここでは、春闘の最初の20年と、
連合成立以降の約25年の状況をモデル的に比
較し、春闘史から何をくみとることができる
のかを検討することとしたい。

１．チャンピオン・バーゲニングかボトム
アップか−春闘スタート時点の論争

　春闘のスタートの背景には、1954年時点で
の総評・高野実事務局長と合化労連・太田薫
委員長のあいだの路線上の対立があったこと
は常識である。この論争内容は、通常は、高
野が推進するさまざまな闘争を結合する政治
主義的路線と太田の主張する賃上げ闘争を主
軸とする経済闘争路線との対立であったと理
解されている。しかし、賃上げの分野に限っ
ても、両者のあいだに闘争の組み立てに大き
な違いがあった。

　実は、８単産共闘以前に５単産共闘が成立
していた。５単産とは、合化労連、炭労、私
鉄総連、電産、紙パ労連である。８単産共闘は、
これに、当時高野派の組合とされた全国金属
と化学同盟、それに総評外の電機労連を加え
たものであった。太田の考え方は５単産共闘
の方によりよく示されている。すなわち、こ
の５単産は、当時の条件では、賃上げが可能
な経済条件を有する産業別組織であり、それ
らがまとまってさきに少しでも賃上げを獲得
するならば、その他の産業も含めて賃上げへ
の意欲を高め、実際に実現していくであろう、
というものであった。条件を有する産業間協
力によって、いわば上から賃金引き上げを実
現していこうという考え方であった。
　ここには、ある種のチャンピオン・バーゲ
ニングの構想が示されていたといってよい。
ついでにいえば、ここで先頭にたつ役割を有
するのがパターンセッターである。要するに、
太田の構想は、集団的なパターンセッターか
先行的に賃上げを確保し、その他の多くの組
合がなにがしか追随して、全体的な賃金水準
の引き上げを図ろうというものであった。
　一方、高野の側の主張の軸は、賃金面にか
ぎっていえば、1952年の総評賃金綱領が示し
たように、また８単産共闘に参加した全国金
属が重視したように、最低賃金制度の実現で
あった。ここでは、中小企業の組合員や、組
合にも参加していない労働者たちの低賃金を
打破するという点に主眼がおかれていた。い
いかえれば、ボトムアップ型の賃上げ闘争が
求められていたということになる。

高木　郁朗
（日本女子大学　名誉教授）

春闘の歴史と社会
経済的課題

―		4		―
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　チャンピオン・バーゲニングか、ボトムア
ップかは、むろん全面的に対立するわけでは
ない。事実、８単産共闘が組織され、わずか
とはいえ、賃上げの面で一定の実績をあげた
1955年の総評大会で、岩井章が総評事務局長
の座につき、翌1956年以降、春闘が総評の公
式方針となって以降、春闘は労働界全体のも
のとなったときも、方針では賃上げを主軸と
しつつ、最低賃金法の制定、社会保障制度の
確立など生活防衛闘争も強調した。しかしチ
ャンピオン・バーゲニングとボトムアップの
２つのどちらに重点をおくかは、春闘のなか
でたえず問われつづけてきたテーマである。

2. 国民経済の構成要素としての春闘−池
田・太田会談の意義

　太田構想による春闘は３つの意味で成功を
納めた。まず、賃上げ妥結率は、1956 ～ 60
年に６～９％となり、1960年以降は例外とな
る年があるものの基本的には10％をこえ、
1969年以降は15％以上となった。大幅賃上げ
が長期にわたって実現した。最高はオイルシ
ョック後の1974年の32.4％であった。ついで、
このような大幅賃上げをもたらした要素とし
て、春闘方式は、労働組合の力の結集をもた
らしたことをあげうる。春闘は、労働組合の
集中力を高めた。このことは1958年に急増し、
その後1975年まで続く春闘期の労働損失日数
の大きさが証明するであろう。成功の３つめ
の要素として、チャンピオン・バーゲニング
方式の賃上げが、いわば低賃金分野にまで浸
透していったという事実をあげることかでき
る。
　このことを制度化したのは1964年４月にお
こなわれた池田首相と太田総評議長との会談
であった。会談の結果、①公共企業体は民間
企業との格差は公労委の調停等を通じて是正
に努力する、②公労委の決定を政府は尊重す
るという２項目の文書確認が行なわれた。文
書確認以外に、住宅、夜間勤務、義務教育な
ど税額負担、児童手当の解決に努力する、労
災問題については努力を継続する、公共企業
体のあり方については今後検討する、最低賃
金制については前向きの姿勢で検討する、と
いう４項目の口頭確認もとりかわされた。

　この文書確認は、チャンピオニン・バーゲ
ニングと、民間労組の集中的な実力行使によ
って確保された賃金水準を公労委の調停をつ
うじて公労協に波及させることが公約された
という点で、春闘は日本の経済システムのな
かで政府公認の制度となったとすることがで
きる。波及のメカニズムは公労協にとどまら
ず、時期を含めた完全実施は1970年であるが、
賃金引き上げ率としてはこの時期に民間に準
拠する人事院勧告が政府によって実施されて
公務員に波及し、当時は公定価格であった米
価の労賃部分の算定には春闘の賃上げ率が採
用されるなど、労働分野を超えた範囲にまで
達することとなった。さらにはその賃上げ率
は労働力不足という市場条件に支えられて翌
年の初任給の決定までには組合のない中小企
業にも波及した。
　太田構想にもとづく春闘は、むろんいくつ
かの齟齬はあったにしても、オイルショック
期にいたるまでの時期には、賃上げと経済成
長が好循環のスパイラルを描くというかたち
で、日本の労働者全体の生活改善に積極的か
つ構造的な役割を発揮すると同時に、経済成
長に貢献した｡ 以上が春闘成立以降の20年の
モデル的な特質であった。

3.　 賃上げ率の波及メカニズムの停止−連合
成立以降の動きをみる

　こんどは、連合成立以降の約25年にわたる
春闘の状況について検討しよう。手がかりは
春闘の妥結率と所定内賃金との関連である。
むろんここでは大雑把な検討にとどまる。連
合成立以前の５年間をとってみると、労働省
調べの賃上げ妥結率と、賃金構造基本統計調
査でみる所定内賃金の動向とはともに５％前
後であり、完全にではないが、ほぼ連動して
いた。連合成立から1993年頃にかけては、賃
上げ水準が５％前後であるのに対して、所定
内賃金の変動幅は大きいが、平均的には3.5％
である。連動率は約70％程度となる。賃上げ
率が３％程度に落ちる1997年頃にかけては所
定内賃金の上昇率は約1.5％程度で連動率は
50％程度となる。1997年以降は、賃上げ率は
２％台、2002年以降はほぼ１％台に低下する
が、所定内給与の推移とはほとんど連動しな
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くなる。付言すれば、リーマンショック以降
の2009年からは2013年まで、賃上げ率の方は
みごとに1.8％で固定している。1.8％という数
値は、この間の連合の春季生活闘争方針にお
ける賃金水準の維持、従来風の言い方でいえ
ば、定期昇給分の確保という水準にほぼ張り
ついているといえる。一方、所定内賃金の推
移はこの４年間でマイナス0.6％、プラス
0.2％、プラス0.3％、マイナス0.7％であった。
2011年春闘での所定内賃金の動向についての
関連はいまの段階では不明であるが、両者の
連動性の欠如については容易に想定すること
ができる。
　結論的にいえば、連合成立以降の春闘にお
いては、春闘成立後の20年間に比して、賃上
げ率が著しく低下しているだけでなく、むし
ろそれ以上に重要なことであるが、賃上げの
波及メカニズムがまったく欠如するようにな
っている。春闘統計の上で賃金水準を維持し
たという意味では、統計対象となっている主
要な春闘参加組合の組合員にかんしては、生
活の現状維持に貢献していることにまちがい
はないにしても、日本の労働者全体の生活の
維持・改善に役割を果たすという事態にはほ
ど遠くなっている。池田・太田会談後の春闘
のような国民経済展開の基準としての位置も
失われたことになる。
　春闘における賃上げ妥結率が大幅に低下
し、主要労組の存在する企業における賃上げ
率と、一般労働者を対象とする所定内賃金と
の連動が失われたのはなぜなのか。
　１つの答えは、初期春闘期のような物価上
昇がなく、実質の生活水準は維持されており、
労働者の側に大きな不満がなかった、という
ものであろう。しかし統計上の事実はこれを
否定する。家計調査が示すところでは、2012
年の勤労者世帯の可処分所得は月額約42.5万
円で、42.1万円の連合成立時の1989年にほぼ
匹敵する。連合成立以降約4分の1世紀のあい
だ、勤労者の家計は、名目値でとると、まっ
たく改善されていない。この間に消費者物価
は約８％上昇しているから実質的には可処分
所得は約８％の減少となる。さらにこまかく
みると、可処分所得は1990年以降1997年にか
けて増加の傾向を示し、1997年の最高値では

約49.7万円となっている。それ以降、小泉内
閣期の2001年から2003年の時期に劇的に減少
し、さらにその後も漸減した結果として、約
４分の１世紀前の水準に戻ってしまっている。
最高値から2012年水準への15年間の下落率は
15％弱に達する。この間に消費者物価は約１％
低下しているが、これを考慮にいれても、大
差は生じない。
　もう１つの答えとして、労働経済学者なら
労働力需給の動向に着目するであろう。しか
し、労働力需給と賃上げ妥結率のあいだでは
1990年前後のバブルとその崩壊の時期には一
定の影響があったと推定できるが、その後の
時期には失業率の動向とは相関関係はほとん
どない。
　賃上げ妥結率の低下については、太田構想
とのかかわりでいえば、パターンセッターの
機能不全あるいは不在によって説明されうる
可能性がある。春闘のパターンセッターは、
JC春闘と称された1967年以降、鉄鋼労連を中
心とした金属労協系組合が担ってきた。パタ
ーンセッターの条件は国民経済全体の成長を
先導し、かつより多くの雇用者を吸収すると
いう意味でのリーディング産業であるととも
に、その分野の労働組合が一定の戦闘力をも
っていなければならない。金属労協系組合が、
このような条件を全面的にもっていたわけで
はないし、また、金属労協内部での主軸が
1980年代をさかいに自動車産業に移転すると
いう変化はあったが、最近にいたるまでその
役割を担ったのはたしかであろう。
　この役割の減退が意識された最初は1985年
以降の円高不況の時期であり、このときには、
公益民労というかたちで労働４団体の枠を超
えて公益産業グループが結束して新しいパタ
ーンセッターを生み出す努力も行なわれた。
　しかし決定的となったのはバブルの崩壊と
ソ連・東欧体制の崩壊を契機に急激に進行す
ることとなったグローバリゼーションである。
自動車にしても電機にしても、国内で成長を
主導するより海外への立地を重視するように
なった。いまでは、ドイツ、韓国、中国と比
較すれば、日本は輸出依存国家ですらなく、
そこでの雇用の増大からみても、リー-ディン
グ産業としての条件はほぼ失われている。だ
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が、それにかわるパターンセッターが登場し
ているわけでもない。要するに、いわば上か
らの賃上げで全体を引っ張る機能は春闘のな
かではパターンセッターの側面からも喪失し
ていった。
　このことは、連合自体の方針のなかにも反
映している。連合が2013年８月の中央委員会
で採択した ｢2013春季生活闘争まとめ｣ では、

「産業構造変化や同一産業内でも企業ごとに
業績に乖離がある中では、特定の産業・企業
がいわゆるパターンセッターを担い、トリク
ルダウン的に社会的波及を図ることが困難な
状況」としているが、この認識は本稿の主張
と一致する。このような総括を受けたかたち
で、2014年の連合の春季生活闘争方針は、新
しい枠組みを形成して春闘をたたかうとし、
そのキイワードとして「底あげ・底支え・格
差是正」という用語を使用した。この構想は

「2014春季生活闘争のまとめ」にも継承されて
いる。
　しかし、より重要なことがある。過去25年
にかんしていえばさきにみた統計上のすべて
の指標の転換点は1997年と2002年であるとい
う事実である。2002年は小泉内閣の成立の翌
年であり、1997年は、小泉改革の先駆的役割
を果たしたといえる橋本内閣が成立した時期
である。その２年まえには日経連によるポー
トフォリオ型雇用制度の提唱がおこなわれて
もいる。歴史的にみれば、新自由主義的な制
度・政策の進展、要するに労働をめぐる規制
緩和の促進がこの事態にきわめて大きな影響
を与えていると推定することができる。賃金
と労働をめぐる制度・政策のあり方は、相当
程度に一体である。

4.　 あらためて地域に根ざしたボトムアップ
と制度・政策活動を

　結論を急がなければならない。たとえば、
雇用が増加することをもってのみリーデイン
グセクターとするなら、現段階でのリーデイ
ングセクターは医療福祉部門、なかんずく介
護職の分野である。介護職は名だたる低賃金
分野であり、その低賃金は介護報酬単価とい
う介護保険上の制度によって規定されてい
る。さらに、この分野の賃金については大き

な地域差がある。UAゼンセンの介護クラフ
トユニオンや施設系では自治労などが組織化
の成果をあげているとはいえ、未組織労働者
が圧倒的に多い。かつてパターンセッターと
しての役割を演じた産別組織とはこれらの点
で基本的に違っている。しかし、こうした分
野で、ボトムアップがはらかれることこそ、
構造的に変化した産業構造・労働市場構造の
なかでの求められる春闘だということになる。
　そのためには何が必要か。たとえば賃金そ
れ自体の底上げを可能にする、地域最賃をか
なりの程度に上回る職種別・資格別の最低賃
金（特定最賃）とそれを可能とする制度的条
件の確立が最低限必要となる。介護以外の低
賃金労働者グループについても同様の方式が
構想されうる。要するに、多段階の最低規制
を実現していくことこそ、求められているボ
トムアップの内容である。同時にそのような
ミニマム規制を可能にする制度的条件を確立
することが不可欠である。
　連合が発足したとき、およその了解として
賃金や労働時間など労働条件にかかわる諸課
題は産別、制度・政策はナショナルセンター
というおおよそのふりわけが行なわれた。こ
の方針は基本的には太田方式の継承である。
それぞれの産別の賃上げに果たす役割はむろ
ん大きいが、ボトムアップを基準としなけれ
ばならない状況のもとで求められているのは、
ナショナルセンターとしての春闘であり、そ
の実行の場としての地域である。

おわりに
　60年前にスタートした春闘との比較におい
て、今日の春闘を検討する場合に、ここで述
べた以外に多くの検討すべき論点がある。な
によりここで比較した２つの時代の中間の時
期の春闘についての検討は不可欠である。ま
た企業・産業レベルでいえば、たとえば、賃
上げの水準と賃金体系を含めた配分との関係
といったこともその内容である。このような
ことを含めて、労働組合関係者と研究者の双
方で、春闘構造の全面的な歴史的検討か行な
われることを期待したい。

―		7		―



寄
稿

特
集

特集		2

春
闘
〜
過
去
・
現
在
・
未
来

賃上げをどうすすめるか

　ここ数年、春闘の時期になると、異例の賃
上げ要請が政府よりなされてきた。この背景
には、日本のマクロ経済政策の根本的な行き
詰まりがある。本稿ではこの閉塞のマクロ経
済学的背景を説明し、この問題を解決する賃
上げをどのように進めて行くか、考察する。

企業の過剰貯蓄という異例の事態
　通常のマクロ経済循環の想定とは、家計が
貯蓄し、その貯蓄を銀行や株式市場経由で企
業が借り入れ、設備や建造物など投資に使う
とするものだ。しかし日本経済では不良債権
問題の後遺症から、この想定が成り立ってい
ない。財務基盤強化で自己資本比率上昇を企
業が計るあまり、内部留保（利益剰余金）を
大幅に積みました。その結果、現在の日本の
最大の貯蓄主体は企業となっている。この余
剰貯蓄はマクロ経済を沈滞させており、結果
的に政府の財政拡大を不可避としてきた。今
年度ですら基礎的財政収支は11兆円の赤字で
あり、このまま進めば日本経済は破綻してし
まう。

金融政策の行き詰まり
　企業貯蓄増大のもとで金融政策も影響を受
けている。本来、金融政策とは金利を下げた
り、実体経済に出回るマネーをふんだんにし
て、企業が資金を借りやすくするものだ。現
状の日本企業は借りるどころか貯蓄をしてお
り、金融政策は事実上、公的債務を管理する
手段となっているのである。

円安と減税の知られざる副作用
　この異例の事態をどう解消するか。現状で
は賃上げの他に策はないと筆者は考える。た

しかに現政権は（必ずしも実体のない）金融
緩和から、円安株高を実現した。また法人税
減税と企業統治強化策も進めている。
　しかしこれらの政策を今後突きつめていく
には無理がある。円安株高とは、（ドルで円
を安く買える）外国人限定の日本株バーゲン
セールであり、取引所の統計も家計が株を売
って、外国人が購入したことを示している（外
国人持株比率は約3割で過去最高）。この状況
で、配当を増やせば、円安による輸入品価格
高騰のデメリットは家計に集中し、メリット
は外国人株主にいく。現状の方向は日本企業
の切り売りをもとにした「瀬戸際戦略」であ
り、日本の家計にとって問題含みの方向では
ないか。
　さらに成長戦略の最初が企業統治問題で始
まるのも、法人税減税の代替財源を求める議
論が混乱することも、その背景には過剰企業
貯蓄がある。ところが企業側の意識は変わっ
ていない。帝国データバンクの今年6月調査
では法人税減税の予定使途の第1位は相変わ
らず内部留保なのである。

規制や格差問題よりマクロ的好循環
　そこで賃上げは望ましい、というより、資
金循環不全による破綻を回避するために必要
だ。しかし経済低迷のもとで賃上げには心理
的な障害ができてしまった。あれほど格差や
貧困問題が騒がれたのに、賃上げして大丈夫
か、むしろ労働規制をすすめて安心して働け
るようにすべきではないのか、という意見は
根強い。
　そこで労働規制に関して正反対の政策をと
った小泉政権時と民主党政権時で、失業率と
求人数の推移を表す図１を見てみよう。実は

脇田		成
（首都大学東京　教授）
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規制緩和も強化もマクロの求人数の増加に影
響をもたらしていない。両政権とも、好況期
に実質GDPの増加につれて低失業率を達成
しているのである。日本経済は「洗面器のカ
ニ」のように、ゆっくりと上昇してゆき、ス
トンと落ちることを繰り返してきたが、労働
市場も同じに動く。
　統計が示すところ、定年延長が当該世代の
雇用を改善したように、個別の改革が特定の
グループには大きな影響をもたらす。しかし
全体の失業率を規定するのはマクロ経済状況
であり、個別の改革は内部の相対的配分を変
えるとしても全体への影響は少ない。椅子取
りゲームで全体の椅子の数を決めるのはマク
ロ経済であり、規制緩和や格差是正策は椅子
の配分を変えるにすぎない。二項対立の論争
は不毛であり、背後にはより重要な企業貯蓄
の問題がある。
　ミクロ的な労働問題は経験や立場によっ
て、どうしても意見が違うものだ。大きなく
くりとして、労働分野に規制があることは当
然のことだが、隅々まで完璧なルールは不可
能だ。それ以上に重要な問題は労働市場のタ
イト化を維持し、労働者がブラック企業から
逃げられる状況を維持することに発想を切り
替えるべきだ。

合成の誤謬と分配率
　春闘の創始者太田薫は「闇夜の一人歩きは
怖いからお手々つないで」と述べた。もとも
との春闘の起源は寡占企業間の競争にある。
個別企業が賃上げすれば、費用が上昇し競争
条件が悪化してしまう。そのため一斉に賃上
げする春闘方式が導入された。この春闘が広
がって、マクロ経済的により大きな影響力を

持つようになった。
　賃上げの問題は個別主体にとって良いこと
が全体にとって良いこととは限らない、マク
ロ経済学で言ういわゆる「合成の誤謬」の好
例である。スタジアムで一人が立ち上がれば、
試合はよく見える。しかし皆が立ち上がって
しまえば同じことだ。そして皆が立ち上がっ
た状況で、1人だけ座れば試合は見えなくな
ってしまう。
　具体的に労働分配率に即して「合成の誤謬」
を説明しよう。労働分配率は

（①賃金×②雇用量）/③付加価値（産出量）

と定義される。②と③が変化しないという一
時的な想定（部分均衡的という）の下では、
たしかに個別企業の賃上げは労働分配率を上
げて、経営を不安定にしてしまう。しかし賃
上げは
• ②の雇用量を減らすかもしれないし、
• ③の付加価値（産出量）を増やす
可能性もある。
　まず③から考えよう。マクロで（個別企業
の賃上げの総和の結果として）総需要が増加
すれば、分母が増大し結果的に労働分配率が
増加するとは限らない。実は歴史的には日本
のマクロ的な労働分配率はほぼ一定だ。
　この背景には勤労者所得と消費の関係が安
定しており（ケインズ型消費関数という）、
所得から消費へスパイラル的に産出量が増加

（乗数効果）していくことがある。さらに分
子が増えれば分母も増えるばかりか、その上
昇率は分母のほうが大きいことが通例だ。そ
の結果、労働分配率は賃金の上昇と共に緩や
かに減少する場合が普通だ。

図１　失業率と求人数・求職者数と政権交代

データ出所：総務省労働力調査、厚生労働省一般職業紹介状況
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雇用へ悪影響はないか
　次に②の雇用への悪影響について、若者･
中高年男性･女性の3者に分割して考えると以
下のように機は熟していることが分かる。
[a] まず男性の若者の失業率や非正規労働者
は、団塊世代退職に伴い好転している。
[b] 中高年大卒男性労働者の大企業に居残る
確率を見ると、高年齢者雇用安定法もあり、
大幅に上昇している。
[c] 女性の非正規雇用者比率の上昇は、大問
題ではあるが、実は景気変動に左右されない
構造的な問題である。
　春闘はもともと、生産に不可欠で交渉力の
強い大企業の中核労働者が先頭に立って、賃
上げを要求する方式であり、これらの雇用は
賃金にほとんど左右されない。そこから全体
に波及を目指す方式なのである。

標準的な家計の消費は出遅れ
　雇用への悪影響がないとすると、消費の動
向はどうだろうか。アベノミクスの牽引力は
株高であり、2012年11月から2013年5月まで
の半年で株価は約2倍になった。資金循環統
計による2013年度の家計の金融資産は92兆円

（6%）増の1644兆円であった。
　そこから高額品消費が増加した（国民経済
計算では5兆円程度増）と考えられている。
ところが通常の家計調査の勤労者世帯の消費
は1%増にすぎない。アベノミクスの恩恵は
株式を保有していない一般的な勤労者世帯に
及んでいない。

状況を見極める3つの指標
　以上で賃上げの必要性と現状を定性的に述
べた。雇用状況は好転しているものの、株高
からの高額品消費はともかく、一般的な消費
はさほど伸びていない。
　そこで次の問題は、通常の家計を潤す賃上
げの具体策の検討だ。まず状況を見極めるた
めに有効な経済指標は、以下の3点であり好
不況に連動する。

[1] 労働需給と格差問題に関わる「失業率」 
[2] 生活費保障に関わる「インフレ率」 
[3] 支払能力と成長に関わる「企業収益」

　次に賃上げ水準としては、最低限、マクロ
的な春闘とボーナス、さらに個別企業のそれ
ぞれと4種類を考え、指標との組み合わせを
考えなくてはならない。

　筆者は春闘での賃金設定は失業率などマク
ロ経済要因を重視し、ボーナスは個別の業績
ばらつき重視で設定するのが明快であると考
えてきた。水道料金等になぞらえると、頭割
りの基本料金と使用量に比例する従量料金の
組み合わせ（二部料金制度）であり、全体の
最低水準と個別の上乗せ要因を春闘とボーナ
スにそれぞれ割り当てるのである。
　これは巧緻な良いシステムだ。春闘のよう
な国全体の賃金設定メカニズムは北欧等にも
あるが、それに加えて企業利潤にリンクした
ボーナスで調整するメカニズムは日本独自の
ものなのである。

指標[1]: 失業率と具体的賃上げルール
　ここから個別の論点に移ろう。まず春闘で
は先の仮説にしたがって、マクロ経済変数を
重視すべきだ。さらに大前提として、マクロ
的な総人件費の伸び率は実質経済成長率のト
レンドに沿って決定する必要がある。政府の
試算はさまざまあるが、潜在成長率を実質
2%名目3%程度（内閣府の中長期の経済財政
試算やそれをもとにした厚生労働省の年金の
財政検証）の見積もりが大勢とすると、マク
ロ的な春闘賃上げ率は最低限、実質の数値
2%に定昇幅2%を加えて、本来4%を基準値と
して考えることが望ましい。そのうえで好不
況を表すマクロ経済指標で調整するべきだ。
　調整幅を示す具体的なマクロ的な変数は、
現状では失業率を中心に考えるのが良いので
はないか。自然失業率は4%と考えられるの
で、それを中心に、下式のように景気指標に
準拠して変動させることが望ましい。

 定昇込み春闘名目上昇率 = 12－2×失業率

　定昇2%込みの賃上げ率は、この式では
 ● 失業率5%のとき賃上げ率2%
 ● 失業率4%のとき賃上げ率4%
 ● 失業率3%のとき賃上げ率6%
となる。
　現時点の失業率は3%台後半であり、名目
3%を政府が掲げていることを考えれば、本
来は2%を超え3%の賃上げが望ましく、今後
の情勢で判断すべきだ。しかし2%でも今期
春闘の1%未満のベースアップ幅から見れば
大きな飛躍ではある。
　ただ2%の賃上げと言っても、日本の名目
GDP500兆円弱、労働分配率が5割強で計算
すれば、実は5兆円程度の分量にすぎない。
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　実は野田政権終了時には既に失業率は
4.1％に達しており、ほぼ「量」的には完全雇
用で、賃上げで「質」的には改善すべき時期
に達していた。2014年度の春闘においても、
人手不足報道が盛んになったのは3月以降で
あり、早めに労働市場の兆候をとらえておれ
ば、さらなる賃上げの力になったのではない
か、と惜しまれる。

指標[2]: インフレ率と金融政策
　インフレ率については、いわゆる右下がり
のきれいなフィリップス曲線が80年代以降の
日本経済で成り立ち、それを通して失業率と
関連付けられる。ただ現状の日銀の人為的円
安政策は輸入物価を通して攪乱要因となって
おり、インフレ率を賃上げの具体的尺度とす
るのは難しい。もちろん定性的には、インフ
レから実質賃金の低下が生じており、生活費
の保障から賃上げの必要性は主張すべきだ。
　金融政策に関連して、日銀など今後の賃金
プッシュインフレを期待する向きもある。し
かしこの動きには限界があり、少なくとも今
年度の指標としては適当でないと筆者は見る。
　もともと日本の賃金設定システムのうち、
正規労働者の総賃金は春闘で決まる所定内賃
金に大きく規定され、名目値の75%は固定的
となる。一方、非正規労働者の75%は主婦と
高齢者で、扶養者控除や在職年金による名目
値の壁がある。さらに非正規全体の賃金総額
は30兆円程度であり、ここが上昇したとして
も、輸入70兆円が2割円安の影響を受けたこ
とに比べて非力であるからだ。

指標[3]: 企業業績と個別の判断
　三番目の経済指標は、企業業績である。本
稿前半で強調したように、好業績にもかかわ
らず異例の企業貯蓄増加が日本経済低迷の根
本原因である。もともと日本企業は利益水準
にリンクして、賞与を支払ってきた（業績連
動賞与）のだから、利益分配は当然である。
　ただ各社の業績水準を各社のボーナスにの
み反映させる方式は問題がある。旧日経連の
主張や各社の連動式のように、利益水準「一
般」を賞与で反映させるのではなく、マクロ
的な企業の業績水準を春闘で考慮した上で、
利益水準の全体平均からの「差」をボーナス
に反映させる方向に改善すべきだ。現状の方
式のもとでボーナスでのみ利益配分を行え
ば、もともとボーナス比率の大きい大企業の
みが賃金が上昇し、規模別の賃金格差は開い

てしまうためだ。
　現状の過剰貯蓄の状態は異例であり、本来
はいくらでも賃上げしても良いぐらいだが、
マクロ的な業績水準や財務指標で春闘の賃上
げ率を決める法則性があるわけではない。た
だし平均的な支払能力をチェックすることは
できるし、マクロ経済上の資金循環や財政面
との連関も考えることができる。
　昨年度で言えば、法人企業統計季報の10兆
円を超える内部留保増加幅や40兆円にも上る
利益水準からみて、2%程度の賃上げが無理
ではなく、企業が払えないことは全くない。
平均的には2%の賃上げ分を内部留保にすれ
ば、自己資本比率を約0.5％高めることに相当
するが、これにはもはや意味がない。企業の
倒産予測には自己資本比率の動向が鍵となる
が、日本企業の財務基盤の強化は十分すぎる
ほどだからである。

賃上げは不可欠
　以上のように、来春の春闘に向けて、
•インフレ率上昇による生活費保証の必要性、
•企業貯蓄増加によるマクロ経済失速の危険
性を定性的に踏まえた上で

•失業率を基準にマクロ的な春闘の賃上げ率 
を決定し

•ボーナスで個別の企業業績に応じて調整す
るのがよい。

　総需要の構成要素は（純）輸出･財政･消費
･投資であるが、輸出（数量）の伸長は相手
国の景気次第、消費税増税のための財政拡大
で状況はさらに悪化しており、投資は消費や
輸出が増えてから増加することを考えると、
マクロ的な好循環をもたらすルートは賃上げ
から消費だけしかない。
　この意味では賃上げは堂々と正面から議論
すべき問題である。格差問題等を懸念して、
何か後ろめたい、何か無理を言っているなど
と感じる必要は全くない。特に政府の中期財
政計画は賃上げなしに達成されないことを指
摘すべきだし、分かりやすい数字として、ベ
ースアップ賃上げ率（たとえば2%）を強調
することが必要だ。
　規制等の問題ではさまざまな意見を持つ有
識者等も、賃上げの必要性については認識し
ていることも多い。ナショナルセンターは賃
上げの必要性を巡って、テレビCMなどを厭
わず、国民的な議論を大々的に呼び起こす必
要があるのではないだろうか。
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　私は1990年代半ばまでの韓国と日本の賃金

決定制度を比較・分析して、日本の賃金決定

制度を高度に調整された分権的賃金決定制度

と名付けた（拙著『賃金決定制度の韓日比較』）。

韓国と日本の主な交渉制度は企業別交渉制度

であるが、日本における賃金決定は、韓国と

は違って、企業別賃金交渉を越えて産業間、

企業間で調整されることを明らかにした。

　それからしばらく春闘から離れていたが、

2011年、知人の韓国人研究者から韓国と日本

の比較書（ジョンイファン『経済危機と雇用

体制：韓国と日本の比較』）が送られてきた。

この本には日本の春闘についても分析されて

おり、1990年代後半以降春闘の企業別交渉の

調整機能が大いに弱化したことは明らかであ

ると言及されている。その根拠として、春闘

相場の重要性が低下したこと（厚生労働省の

「賃金引上げ等の実態に関する調査結果報告」

によれば、賃金の改定の決定にあたり最も重

視した要素として、世間相場を挙げる企業の

割合は減る一方で、企業の業績を挙げる企業

が増加していること）、企業規模別に春闘賃

上げ額の差が拡大していること、などを示し

ている。しかし、この本は春闘の調整体制が

完全に崩れてはいないと付け加えている。

　春闘の企業別交渉の調整体制が崩れていな

いか確認してみよう。2002年以降賃金の改定

の決定にあたり最も重視した要素として世間

相場を挙げる企業が一桁台になっている状況

の中で、労働側の調整が機能するのは非常に

難しい。そこで、労働側はどのように調整を

図り、また労働側の調整はどのように働いた

かについて見ていきたい。まず、連合の調整

についてみてみよう。連合は、従来の、春闘

における連合と産別の役割、すなわち「連合

の調整、産別の自立・自決」の方針を維持し

ながらも、賃金相場の波及力の低下を食い止

めるために、2000年代半ばより連合の調整を

高める取り組みを行い始めた。

連合の中小共闘強化

　その取り組みの一つは、2004年からの中小

共闘の強化である（表１）。2005年には全地方

連合会で中小共闘センターを立ち上げた。中

小・地方共闘組合対象に賃金改定の要求の目

安額の指標を提示すること、また妥結基準や

妥結ミニマム基準を公表すること、さらに産

業・企業を超えたポイント賃金を設定するこ

とを通じて、中小企業における賃金の相場形

成を図った。

　こうした、中小共闘における連合の調整は

中小組合の回答引き出しの集中化、妥結内容

の一定水準の確保に働いたのか。表2は中小

共闘における回答・妥結状況をまとめたもの

である。2004年～ 2008年まで連合の調整強化

は中小組合の回答引き出しの集中化や妥結額

の引き上げに一定程度寄与したようである。

2008年9月のリーマンショックの影響を受けて

企業の収益が悪化した2009年以降、東日本大

震災により日本経済がさらに悪化した2011年

李　旼珍
（立教大学　社会学部　教授）

寄
稿韓国人研究者から

見た春闘
－春闘は韓国型賃金決定制度になるのか
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を挟んだ景気悪化の時期に、中小組合の回答

集中化の程度は低下し、妥結額も下がってい

るが、中小共闘における連合調整が全く効か

なかったとは言えなさそうである。2010年以

降賃金カーブ維持分以上の回答・妥結組合の

割合は、2012年を除き、前年比より増加して

いる。これは、連合の中小組合の妥結基準（あ

るいは妥結ミニマム基準）が中小企業の賃金

決定において相場として少しずつ広がってい

ることを示すものではないであろうか。

連合の調整は規模別賃金格差の拡大を食い止

めたか？

　一方、連合の中小共闘強化の背景には、規

模別賃金格差の拡大がある。連合は、規模別

賃金格差の拡大を食い止めるためには、ミク

ロの企業業績に特に影響される中小企業の賃

金決定において賃金相場の波及が重要であ

り、そのためには中小企業の賃金決定におけ

る調整が必要であると認識した。表3をみる

と、所定内賃金であれ、年間賃金であれ、

2004年まで拡大した、1,000人以上規模企業と

10－99人規模企業との間の格差は2005年に大

きく減少し、2009年までに拡大はするものの

2004年の格差水準までは拡大しなかった。こ

うした推移が上で見た中小共闘における連合

の調整と関係があるかどうか、検証するのは

難しい。企業規模別賃金格差に影響を及ぼす

要因が多いからである。さらに、2011年以降、

連合の調整にもかかわらず、1,000人以上規模

企業と10－99人規模企業との格差は再び拡大

しているので、中小組合の賃金決定における

連合の調整と企業規模別賃金格差との関係は

一概には言えない関係にあるであろう。言え

るのは、経済不況期に労働側の調整は働きにく

いことである。しかし、このことは、労働側の

調整を行う意味がないことと同意ではない。

　上で言及した拙著にて、私は、韓国の調整

されない分権的賃金決定制度の下で、1980年

代半ばに日本より小さかった企業規模別賃金

格差が1990年代前半にほぼ日本の格差水準ま

で拡大したことを明らかにした。前述した韓

国と日本の比較書は、1990年代と2000年代に

表1　中小共闘における連合の調整内容

出所：連合「中小共闘方針・確認事項等」、各年度

表2　中小共闘における回答・妥結状況

空欄は不明
出所：連合　「中小共闘集計」、「中小共闘方針・確認事
項等」、各年度

表3　規模別所定内賃金・年間賃金指数の推移
（製造業）（産業・規模計指数=100）

出所：連合「厚生労働省の『賃金構造基本統計調査』
による賃金分析」、各年度、パーシェ式による算出。
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おける日本と韓国の規模別賃金格差の程度を

比較している。製造業生産職男子の所定内賃

金と年間賃金について、両国における1,000人

以上企業（=100）に対する10－99人企業の比

率を調べたうえで、以下のようにまとめてい

る。①日本と比べて、韓国における規模別賃

金格差が大きい。②両国とも所定内賃金の規

模別格差より年間賃金の規模別格差のほうが

大きい。しかし、その格差の程度は日本より

韓国のほうが大きい。③両国とも1990年代半

ば以降、企業規模別賃金格差が拡大した。し

かし、1990年代半ばの企業規模別賃金格差と

2000年代半ばのそれとを比較すると、その拡

大の程度は日本より韓国のほうがより大きい。

なぜ韓国では日本より企業規模別賃金格差が

大きく、かつ1990年代半ば以降その拡大の程

度が大きくなったのか。前述の比較書の著者

は、その理由として日本と韓国における企業

別交渉の調整の程度の差を示唆する。

　ところが、2000年代に韓国の賃金交渉構造

を大きく変化させうる変数が登場した。それ

は、1990年代後半より多くの労働組合が組織

形態を企業別から産業別に転換したことであ

る。韓国労働部によれば、2009年現在労働組

合員のうち52.9％が超企業別労組に加入して

いる。しかし、前述の比較書によれば、産業

別労働組合への転換後も賃金は大体企業別に

決定され、かつ産業別労働組合や産業別労働

組合の地域支部の企業別賃金交渉に対する調

整がかなり弱いという。

　要するに、春闘における労働側の調整は、

働きにくいときもあったものの、企業規模別

賃金格差が拡大しすぎないように歯止めにな

っていたといえる。

単産の調整より個別企業論理が優先？

　春闘の調整体制が弱まっていると言われる

中で、企業別交渉を調整する役割を担う単産

の調整は近年どのように変化しているか、電

機連合と自動車総連の調整について見てみよ

う。

　2010年以降、電機連合の中闘組合の要求・

回答内容と自動車総連のメーカー組合の要

求・回答内容は、それぞれ表4と表5に記して

いる。単産の企業別交渉の調整は要求水準の

調整・設定、妥結水準の調整・設定など多方

面で行われる。電機連合の中闘組合と自動車

総連のメーカー組合は、中には要求をしない

組合が1，2組合出てはいたものの、大体同一

の月例賃金要求をしている。私が1990年代半

ばに確認した要求の統一化は2010年以降も維

持されていることがわかる。電機連合と自動

車総連は妥結水準の設定を依然として行って

いる。電機連合の引き出し基準と自動車総連

の確認事項は最低妥結基準であり、電機連合

の中闘組合の一時金回答を見る限り一時金に

関する引き出し基準は一時金の一定水準以下

への低下を止めている働きをしているといえ

る。

電機連合

　春闘の調整体制の弱体化を言及する論者

は、その証拠として企業間において回答の格

差が拡大していることを挙げる。まず電機連

合の中闘組合の回答から見てみよう。私が調

べた時期（1991年～ 1996年）に電機連合の中

闘組合は同一回答で妥結していた。ところが、

2010年以降中闘組合の回答は月例賃金と一時

金において全く違う様相を見せている。月例

表4　電機連合の中闘組合の要求・回答内容
（2010年～2014年）

注：賃金体系維持は、開発・設計職基幹労働者（30
歳相当）の賃金体系維持（現行個別賃金水準の確保）
をいう。
出所：電機連合　各年度春闘に関する記事；連合「共
闘連絡会議」、各年度

―		14		―



DIO 2014, 9

賃金の回答は揃っているが、一時金の回答は

全くばらばらである。2010年から2013年まで

月例賃金の要求が賃金体系維持を基本とした

時期のみならず、2014年に賃金体系維持と賃

金改善分を要求した時期にも回答がほぼ揃っ

たことから、電機連合は月例賃金に関して統

一回答という方向で調整をやっているといえ

る。しかし、一時金に関しては、ミニマム基

準だけ設定して、各企業の独自回答を認めて

いる。一時金における企業間回答の格差は大

きい。2011年に最も高い回答水準と最も低い

回答水準との差は1.74か月（5.74か月－4.0か月）

であり、2014年に小さくなったものの、その

差は1.14か月（5.74か月－4.6か月）である。

自動車総連

　次、自動車総連のメーカー組合の回答を見

てみる。1991年～ 1996年に自動車総連のメー

カー組合の回答は金属4単産（鉄鋼労連、造

船重機労連、電機連合、自動車総連）の中で

は例外的に同一回答ではなく、僅差ではあっ

たものの、差の有る回答であった。

　こうした差の有る回答は2010年～ 2014年に

さらに回答の差を広げた形で見られる。賃金

カーブ維持分確保の要求の時期にトヨタを含

めて10組合が同じ回答であったが、日産労組

が月例賃金に関して独自回答で妥結を続けて

おり、2014年賃金改善分を要求した時に、同

額の回答の組合が2組合、3組合あるものの、

各メーカー組合の回答はかなり分散してい

る。一時金においてもメーカー組合の回答は

ばらついている。自動車総連の場合、一時金

について電機連合のようなミニマム基準を設

定していないので、企業間収益の差が広がっ

た時に、一時金の回答格差はかなり大きくな

る。2010年に最も高い一時金回答と最も低い

一時金回答との差は2.0か月であった。

　電機連合と自動車総連の調整のありようは

月例賃金に関しては異なるが、一時金に関し

ては電機連合の最低基準の設定による調整が

あるものの両方とも企業業績の反映による一

時金回答の格差を容認している。ただ、一時

金に関する調整がより緩やかな自動車総連に

おいて、企業間回答の格差がより大きくなり

うるであろう。

日本の労働組合の選択

　前述した比較書は、「春闘の調整機能の弱

化が続けば、日本の賃金交渉は韓国のような

『調整されない企業別交渉』に変わるだろう。

そうなると企業規模間賃金格差が拡大し、格

差社会の問題はより深刻になるだろう」と付

け加えている。調整の努力を続けるのか、そ

れとも調整をやめるのか、どっちを選択する

のかは、日本の労働組合が決めることである

が、調整の弱化が何をもたらすのかは上で検

討してきた。日本の労働組合には調整の努力

を続けてほしいと願うばかりである。

表5　自動車総連のメーカー組合の要求・回答内
容（2010年～2014年）

出所；自動車総連「総合生活改善中央生活闘争委員
会＜確認事項＞」、各年度：「総合生活改善拡大戦術
会議登録組合　要求・回答内容（賃金・一時金）＜
速報＞」、各年度
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渡りに船
　「来年は春闘が始まって60年。かつては組
合のない職場の労働者にとっても無関係では
なく、春闘で自分の給料も上がるという共通
認識のもとに、国民が共有するシステムの一
つだったと思います。しかし、今はどうでし
ょうか？ 労働組合の外にいる人々の目に春
闘はどう映っているのか。その変遷と、これ
からの進むべき方向などについて、先生のお
考えをご寄稿いただければと存じます。」
　「渡りに船」とはこのことだ。本誌編集部か
らこの原稿依頼メールを受け取った時の感慨
だ。丁度筆者も頂戴した題名の言葉通り、「国
民・市民目線から」春闘を考えていたからだ。
それにしても編集部は、筆者がそんな異色の
春闘論を考えているのをどうして知っている
のだろう。誰もそんなことは言わないし、筆
者もそんなことを口にし出したのは最近なの
に。もしかしたら組合関係者も同じことを考
えていたのかもしれない。そうだ、連合は「す
べての働く人たちのための労働運動」を謳っ
ていたではないか。と言う訳で、以下は筆者
の「国民的・市民的春闘」論である。

驚きの春闘
　この頃春闘について話す機会があれば同じ
話を繰り返している。毎年同じ時期にマスコ
ミが次年度の賃上げを予想し、労使交渉の行
方を半年近くも追っかけ、その結果国民の大
多数が自らの労働、生活条件について、何ら
かの形で語り合い、少なくとも思いをはせる
国は、そうはない。ましてやこの国民的年中

行事が60年も続いているところは、滅多にな
い。しかも労働組合の組織率が20％を切って
いるのに。だから春闘は俳句の季語である。
どこの国で労使交渉が詩的モティーフになっ
ていようか。
　この日本の全国的労働条件決定機構は、賃
金の他にも様々な国民の勤労生活における公
平公正の実現に関わる。確かにヨーロッパの
ような産業大の労働協約が殆どなく、多くの
労働正義実現が個別労使の私的自治に委ねら
れる春闘には、その問題解決能力に大きな課
題が残されている。だが男女間や世代間、そ
していわゆる「正規」「非正規」など異なる
働き方の間の不均等待遇が益々問題となる
中、そうした問題を皆で論議する機会が、こ
うやって毎年季節の到来とともに与えられる
ことにはやはり驚きを隠せない。

「官製春闘」？
　今年の春闘は「官製」と呼ばれた。首相官
邸はアベノミクス成功に必須と積極賃上げを
求めて春闘に介入した。本来労使自治の交渉
事を、官邸主催の政労使会議が方向付け、お
まけにそこで約束した賃上げの「公約」実施
を春闘後に役所が調べ、「通信簿」のごとく
公表すると凄まれた。だから官製春闘は、官
製賃上げである。ただ政府が春闘に介入する
のを「官製」というなら、それはこれが初め
てではない。
　1970年代前半に大幅賃上げが続くと、75春
闘では福田首相が当時の相場形成役である産
業と相和し、相場を「看視」した。以来、春

篠田　徹
（早稲田大学社会科学総合学術院）

国民・市民目線から
見た春闘
～開かれた春闘へ～
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闘は日本のミクロ、マクロ経済に組み込まれ、
国家は常に春闘動向に関心を払ってきた。ま
た1964年の池田首相と太田総評議長の会談で
決まった人事院勧告の民間準拠は、この「組
み込み」の走りとも言える。

公共的春闘
　だが政府が関与したから、春闘は国民のも
のになったのではない。春闘は日本のあらゆ
る人々の労働と生活のありように影響を及ぼ
すから国民的なのである。春闘はこの国の立
派な公共財なのである。この春闘の公共的性
格は、賃上げが稀になり「春闘終焉」と言わ
れ出した21世紀に入ってむしろ強まった。高
度成長期の春闘が大幅賃上げの時代であり、
低成長時代のそれが賃上げの上限規制を特徴
とするならば、21世紀に入っての春闘の役目
は所得のミニマム規制である。賃上げは必ず
しも全国民には及ばない。だが所得の下限は
最低賃金と生活保護制度によって全ての国民
を対象とする。
　この間企業内交渉は、定期昇給とそのカー
ブの維持、「パート」や「非正規」を含む企
業内ミニマム賃金の設定と引き上げに重点が
移った。同時にこの間企業内賃金水準の下限
に実質的に影響するようになった最低賃金
は、生活保護の水準を下回ってはならない。
だから夏の中央、地方の最低賃金審議会は労
使と公益委員による春闘後半の山場である。
　こうして春闘はすべての人のものとなった
と同時に、政労使のみならず消費者や産業、
業種、職種、雇用関係、年齢、性などが複雑
に絡み、そこでの力関係は前に増して多層的
かつ重層的になり、さながら複雑な現代音楽
の交響曲の様である。この入り組んだ和音の
中でどのパートがメロディ・ラインを強調す
るか、つまり錯綜した春闘の利害関係の中で、
誰がどのように議論をリードし、決定に影響
を及ぼすのか。「官製」春闘論は改めてその
ことを考えさせる。

経営春闘
　この点で、低成長期以降、とりわけ今世紀
に入ってから春闘を最も有効活用したのは、
経営側だった。低成長期以降企業を越えた一
斉大幅賃上げが困難になるに従い、20世紀末

には労使共に春闘見直し論が盛んだった。だ
が経営側が最も嫌がったのは、支払い能力を
軽視した一斉大幅賃上げである。賃上げが事
実上一般的ではなくなれば、経営側には敢え
て自ら春闘を強制終了する必要はない。
　確かにこの間、低成長期以降「ものわかり
のよい」労組は、経営側の主張を広く受け入
れてきた。だがそれは従業員の意思でもあっ
た。別言すれば、毎春闘を通じた従業員への
経営的教育宣伝活動の結果でもある。春闘は
経営側にとって自らの主張を社内や産業界、
果ては社会に浸透させる伝声管でもある。だ
とすると、問われているのは、こうした政府
や経営側とは異なる労働側の春闘観であり、
それに基づくイニシアチブの発揮ではないの
か。

暗い夜道は恐いから皆でお手々繋いで
　従来春闘における労働側のイニシアチブを
めぐる議論は、賃上げの多寡によって計られ
ることが多かった。だが21世紀の「公共的」
春闘の使命はミニマム規制であり、かつての
賃上げ論は通用しない。実は前述した20世紀
末の春闘見直し論の際、労働側が春闘を継続
した理由は、それが労働者の重要な社会的発
言機構であり、日本の民主主義の礎と再確認
したからである。
　いうまでもなく労使関係とは「産業民主主
義」なのだが、従来企業の中に閉じこもり、
有組合企業の正社員の枠に囚われがちなそれ
を社会的にしたのは春闘である。春闘発足当
時、旗振り役の労組指導者はそれを「暗い夜
道は恐いから皆でお手々繋いで」と称した。
60年代以降の春闘相場の波及効果は、「護送
船団」と揶揄されたタイトな経済秩序のお陰
で、一定程度国民各層に及んだ。だがそれが
なかった発足当初の春闘の波及効果は、当時
の政治状況を反映した労働運動の激しい国民
運動と、それがもたらす日常的な労働者の体
験共有とネットワークに支えられた。それは
政府や経営側の秩序形成からある程度自律し
た、勤労国民独自の春闘のインフラ形成だっ
た。

開かれた春闘
　この50年代から60年代前半にかけての春闘
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のインフラ形成は、その後政府・企業が主導
した政治経済レジームに依存する春闘が、そ
のレジームの変容に伴い再考が求められ、国
民的・市民的春闘への脱皮をめざし、そこで
の労働のイニシアチブを考える上で示唆的で
ある。実際今日のミニマム規制を使命とし、
無組合、中小企業、非正規、女性の労働者に
も目を向けた「公共的」春闘の定着の背景には、
こうした政府、企業から自律した春闘再起動
の問題意識を段々と共有し、その具体的な可
視化に努力した労働側の歩みがある。だとす
るならば、労働側の課題は明らかだろう。そ
れは春闘をこれまで以上に社会に開くという
ことだ。
　そこで提案だが、連合は従来の要求、交渉、
獲得という運動サイクルの中に、これまで以
上に多様な利害関係者（ステークホールダー）
を交えた公開討論会（フォーラム）の機会を
組み込んだらどうだろう。従来の春闘には、「主
力産業」「大企業」「正社員」「男性」といっ
た雇用就労上恵まれた者（労働貴族）にそう
でない者への配慮と責任を求める（ノブレス・
オブリージ）ある種の「前衛」思考があった。
そこにはまた前者を最善とした雇用序列が存
在した。だが今日は当事者主権の時代だ。多
様で異なる困難を抱えた人々同士が、相互の
得手不得手を組み合わせて問題解決する、或
いはその機会が与えられるべき時代だ。
　このフォーラムは、多様な雇用就労者に加
えて、経営、福祉、教育、家庭、環境、人権、
コミュニティなど「働く」ことに関わる様々
な領域から、行政や政治、企業や協同組合、
NPOや団体の人々を集め、今多くの人々が願
っている繋がり支え合って働ける社会のため
に出来ることを話し合ってみたらどうだろう。
数年前の年越し派遣村の時の様に、日本の市
民社会は、人々の胸に問い、心に迫る問題提
起には反応できるまでに成熟している。市民
春闘というものが成立する条件が整いつつあ
る。そしてこういうフォーラムこそ、多くの
問題の解決が迫られている地域レベルで行う
べきである。

地協春闘タウンミーティング
　以下はこのフォーラムの具体的構想であ
る。目標は全国の連合地協組織260での実施

だ。実際には47の地方連合単位での実施から
始まろうが、そこで止まっては市民に届かな
い。
　参加者だが、最初から地域住民全体を巻き
込むのは大変だ。漸進主義で、組合員の家族、
親族、友人、近隣から参加者を広げればいい。
とはいえ現実には組織代表の会合から始める
のは止むを得なかろう。労組のみならず労金、
労済や生協などが加盟する労福協の協力は必
須だ。日頃交渉や協議、共同行動などで関係
を培った経営団体や社協などの社会福祉団
体、そして行政からも人を呼びたい。教育機
関者も欠かせない。経営側も経営者協会、商
工会議所、商工会、業界団体、中小企業団体
と様々だ。消費者団体も是非来て欲しい。障
碍者団体も不可欠だ。町内会や婦人団体、
PTA、各種の世代組織、そして雇用、福祉、
人権関係のNPOなど地域の関係者は言うまで
もない。こうすると春闘タウンミーティング
は地域の社会組織会議にも見えてくる。その
こと自体には尚議論を要するが、昨今叫ばれ
る中間団体の再活性化には繋がろう。
　このミーティングのプロセスをどう地域住
民と共有するか。多元的なコミュニケーショ
ン・チャンネルを生かしたい。地元メディア
との協力、調査やアンケート、ヒアリングや
インタビューの実施、そして何よりソーシャ
ル・メディアの活用は当然だ。近年蓄積され
てきた熟議民主主義の知恵も働かせたい。
　ではそこで何を話すか。とりあえずは連合
の安心社会構想に基づく政策制度要求を議題
にしてみてはどうだろう。以下の図が出発点
になるが、それぞれの橋を人々がその意思さ
え持てば、自由に渡れるようにするには、具
体的にどんな政策課題があるのか。例えば「教
育費の自己負担を軽減し、実践的な生涯教育
を提供し、公的職業訓練を充実させていく」、

「保育サービスを質的・量的ともに充実させ、
すべての子どもたちが、生まれた家庭の経済
状況が困窮していても、基本的な認知能力の
習得や就学機会を保障する」、「障碍をもつ
人々や高齢者を就労に結びつける支援体制を
整える」、「雇用保険の改革や雇用保険と生活
保護の間をつなぐ給付金付き職業訓練などの
いわゆる第二のセーフティネットの整備・充
実などによって、訓練や教育を受けている期
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間の生活を支える」ことなどを、各地の実情
に合わせて参加者共通の政策にし、その実現
を共同でいかに目指すかを、出来るところか
ら話し合ってみたらどうだろう。連合の「政
策・制度　要求と提言」にはそれぞれの橋に
ついて、更に詳細なメニューが列挙されてい
るので、非常に参考になる。そうなるとそこ
には当然地元の議員や首長にも参加して貰わ
ねばならないだろう。それは陳情というより
も、互いの識見と説得力が試される有権者と
政治家の間の大事なコミュニケーションの場
となろう。

　そのためには参加者、特に参加組織の政策
理解と市民生活からの政策発想の陶冶が必要
になってくる。特に労働側で言えば、各地協
の管轄市町村の政策に関する理解が前提にな
る。そのため地協の政策委員会にはパワー・
アップとスキル・アップが求められる。同時
に広範かつ多様な視点の摂取も必要だ。そこ
で政策諮問検討機関を設置し、そこには従来
の構成産別代表役員ではなく、自薦他薦で一
般組合員から政策専門委員を募ったらどうだ
ろう。更に他団体からのアドバイザーもアソ
ソシエイトとして参加を要請したら如何だろ
う。こうした委員のダイバーシティにより、
各産別の得意な政策情報もより客観化され、
議論により有機的に資するものとなろう。
　ではこのタウンミーティングはいつするか。
通常政策制度要求は、春闘が一段落した夏か
ら翌々年の夏までの２年サイクルで行われる。
ただこれは中央の日程であり、しかも現在地
方の政策制度要求活動は、事実上自主活動で
ある。もちろん地方によっては、以前からこ

の活動を活発に展開しているところもあり、
春闘交渉時期ともリンクしている。だがやは
りこれからは、全国津々浦々で春闘交渉と有
機的に連携した政策制度要求活動が望まれ
る。なぜならば要求活動を受けた自治体の政
策対応次第で、労使交渉の内容も影響を受け
る可能性があるからだ。
　そこで望むらくは、次年度春闘議論と同期
化して秋にやりたい。それはこれも従来中央
主導型の春闘交渉議論に、ローカル・イニシ
アチブを組み入れるきっかけになるからであ
る。そしてこの議論の結果が、翌年早々参加
者が同意した共同の政策集となって、多様な
メディアを通じて地域で周知され、自治体や
関係団体とのラウンド・テーブルのような協
議機関が設けられれば、ベストである。さら
に地域春闘が佳境に入る４月にもう一度やり
たい。これは議論というよりは、先の政策協
議のアップデイトである。最後に締めは夏で
ある。もちろん内容は今年度の総括と次年度
への引継ぎだ。こうして春夏秋冬各季に一回
づつやり、それを同期化する既存の地域にお
ける企業内企業外の労使交渉と有機的に結び
つける。
　もちろんこのタウンミーティングを定着さ
せるのは容易でない。地域によってバラツキ
もあろう。けれどもやはり５年くらいで一応
の形は整えたい。連合の260地協もこれくらい
で目鼻が立った。無理だと思う向きもあるか
もしれない。そういう方々には是非各都道府
県が発行する分厚い『労働運動史』をひも解
いて欲しい。特に50年代後半から70年代前半
までだ。その時代毎月ひっきりなしに行われ
る運動イベントでは、参加組織に偏りがある
とはいえ、地域組織は地元の人々を集めて何
らかの共通の意思表示をする術には長けてい
たし、その活動量はすさまじいものがあった。
確かにそのスキルとパワーは落ちたかもしれ
ない。だがカラオケの持ち歌もそうであるよ
うに、運動のレパートリーというものは、そ
う簡単に失われるものではないし、少しやれ
ば思い出してくるものである。大事なことは
それが自分たちの地域民主主義の伝統であ
り、自分たちはその後継者であるという気概
を持つことだ。国民・市民目線から見た現代
春闘の焦点は、この地域春闘の再起動にある。

困難を取り除き、働くことに結びつく参加保証
＝５つの「安心の橋」を架けるということ

連合「働くことを軸とする安心社会」より
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　連合総研は2010年10月に「企業行動・職場の
変化と労使関係に関する研究委員会」（主査：禹宗
　埼玉大学教授）を立ち上げ、14の企業にヒアリ
ングに入り、企業行動と職場の変化を把握し、分析
を行った。その報告書が、2014年7月に『現場力
の再構築へ』（日本経済評論社）として出版された。
　研究委員会がめざしたものは、1997年の金融

危機とそれに続く構造調整を転機として本格化し
た企業行動の変化、とりわけ株主重視や短期利益重
視へのシフトが、企業競争力を生み出してきた「現
場力」とそれを支えてきた協調的労使関係にどのよ
うな変化をもたらしているのかを労働組合側から考
察し、今後の組合活動や労使関係への示唆を引き出
すことであった。以下、同報告書の概要を紹介する。

報 告
現場力の再構築へ
−発言と効率の視点から−

「企業行動・職場の変化と労使関係に関する研究委員会」報告書

序章　日本企業の現場力と労使関係

　1990年代以降、日本経済の成長力が著しく低下する
なかで、企業は利益を設備投資に回さず内部留保する傾
向が強まっている。また、自己資本率の上昇や借入金の
返済が進む一方で、1990年に5％程度に過ぎなかった外
国法人株主は2010年には25％を超えるまでになってき
ている。2000年代に入ってからは生産性や経常利益が
大きく向上しているにもかかわらず、賃金も労働分配率
も低下を続けており、企業の利益が労働者に還元されて
いない。
　成長しても雇用が増えず、賃金が下がり続ける現状は、
日本の企業を根底で支えてきた「生産性３原則」が形骸
化する一方、格差と貧困を増大させている。
　1990年代後半以降、日本企業は付加価値を創造する
より、コスト削減に軸足を移してきた。こうした企業行
動の変化のなかで「現場力」はどう変化したのか。
　本研究委員会では「現場力」を「現場のある程度の裁
量権とチームワークに基づき、職場自ら余裕を持って、
日常的なオペレーションを迅速・正確に行い、なお問題
の発見とその解決にあたることのできる力」と定義した。
つまり、現場力の基本要素は、「裁量権」「チームワーク」

「余裕」である。
　研究委員会では、この間の企業行動の変化が日本企業
の強みである「現場力」を弱め、現場力を拠り所にして
きた労働組合の活力を低下させているという仮説を提起
した。
　労働組合は、「組織的参加」を通じて、「職務中心参加」
が円滑に行われるための、外堀を守る役割を果たしてい
る。この「組織的参加」と「職務中心参加」との両者の
関係は、相乗効果の側面もあれば、ぶつかり合う場合も

ある。この両者を関係づける最も重要な要素が「余裕」
である。
　今回の事例企業では、全般的に企業行動は健全で、労
使関係も安定しており、現場力がことさら傷められてい
る症候はないが、事例企業は優良企業であり、平均以下
の企業では、事態が異なる可能性が十分ある。また、現
在は問題発見・解決ができていても、今後も維持できる
とは限らない。非正規労働者の増加、業績管理の強化、
短期利益重視が職場に疲労をもたらしているため、将来
の現場力は弱まる可能性が高い。忙しすぎて職場のコア
となる人材が育てられないことも課題である。
　労働組合にも課題がある。今回の調査では、①「労使
協議における事前協議と共同決定」②「労使間の信頼」
は健在だが、③「組合による『変成作用』」④「チーム
リーダー層の経営および組合への二重帰属」は弱まって
いる。あるいは①と②に軸足を移したがゆえに、③と④
の弱体化を招いている。そのため、職場の労働組合の力
が将来弱まる可能性がある。
　近年の企業行動は、時間軸では長期から短期的な実
績・利益等へ、空間軸では職場から本社、地域から世界
へと変化してきた。それに伴い、労使協議も短期的・中
央集権的になってきた。
　その結果、経営が組合に対して短期的な目標達成への
協力を求め、組合も協力することで労使コミュニケーシ
ョンの密度は高まる。一方、労働組合が、企業の日常的
なオペレーションに責任を持てば持つほど、その業務に
忙殺され、職場組合員とのコミュニケーションは薄くな
る。組合員の「世話」より、企業の目標に向けて組合員
を「動員」する側面が強く映る可能性が出てくる。一方、
経営参加機能の強化とは対照的に、労働条件改善の機能
は十分発揮されてこなかった。その結果、組合員の報酬／
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仕事／組合活動に対する満足度は落ち、中長期的に労使
関係そのものを弱体化させる危険性もはらむ。
　現場力と労使関係の再生に向けて取り組むべきは二つ
ある。一つは、現場に余裕を与えて問題発見・解決力を
維持・強化すること。これは、イノヴェーションに基づ
く生産性の向上を長期的なものにするために必須の要件
である。
　もう一つは、労使関係に余裕を持たせることである。
労使関係はゴーイングコンサーン（Going Concern）
としての企業の「共有財」であり、短期的な視野でこの
共有財を摩耗させてしまうと、ゴーイングコンサーン自
体が危うくなる。健全な労使関係に基づく組合の活力を
取り戻す必要がある。取り戻された組合の活力は、新し
い現場力を生み出し、やがては公正な分配による需要増
大と労働者参加による産業民主主義の流れを力強く作り
出すだろう。

第1章 ［自動車］余裕の喪失が現場力を弱めている

　本分析の焦点は、「余裕」。分析の結果、余裕不足が現
場力にマイナスの影響を及ぼす可能性を発見し、要員を
考慮した生産計画の事前協議の必要性を提起した。
　Ａ社のグローバル展開と業績・賃金・雇用管理の強化
が、職場を極めて忙しくしている様相が観察された。こ
の多忙さが、①職場運営を担う工長に負荷がかかりすぎ、
②非正規が統合されずチームワークに亀裂が生じ、③職
場全体で問題の発見と解決に当たる余裕を失いつつあ
り、今後の現場力に警鐘を鳴らすものである。

　組合は交渉と協議で外堀を守る役割を果たしている
が、この危険性をくい止めるまでにはいたっていない。
その対策は、労使が中長期的な視点に立つことが重要で
ある。経営は短期業績重視に対して節度のある制動をか
けてマザー工場構想を実現する諸施策に取り組むこと、
組合は、特に要員問題を十分考慮した生産計画の事前協
議を重視すべきである。

第2章  ［電機①］労使協議を通じた労使関係の構築

　分析の焦点を、労働者参加なかんずく組織的参加にお
ける組合側の「変成作用」に当てた。分析の結果、組合
が現場情報を「翻訳」することで生産性向上に貢献して
いることを発見し、その翻訳機能を引き続き維持・強化
する必要性を提起した。
　Ｂ社も、①非正規労働者の増加、②恒常的長時間労働、
③労働密度の強化が観察され、現場の疲弊や技術継承の
断絶が危惧される。組合は、家電量産工場を国内に残す
ことで雇用を守ることを最大の課題としている。また、
経営側との多様なチャネルを通して、売上げ台数や生産
計画等の経営情報の共有化と同時に、一般組合員や職制
クラスからも、現場の実態や経営側への要望等の生の声
を吸い上げることに力を入れている。
　注目すべきは、この情報共有過程で組合執行部が「翻
訳」機能を果していることである。現場の生の情報を、
指揮命令系統とは異なる視点から「翻訳」して経営側に
伝えることで、経営側のバランスのとれた意思決定に貢
献をしている。ただし、この翻訳機能が維持されるため
には、チームワークと余裕が必要であり、非正規労働者
の増加や長時間労働が及ぼす影響を注視しなければなら
ない。

第3章  ［電機②］労使協議を通じた労使関係の構築

裁量権・チームワークと労働者の技能との相関関係
に焦点を当てた。分析の結果、「指導できる労働者」と
いう新しい現場力の土台づくりに組合支部が取組んでい
ることを発見した。これをふまえ、新しい現場力の形成
に必要な要因として非正規労働者との連帯を提起した。

Ｃ社組合c支部も、労使協議を十分活用して「風通し

現場力変化の概念図
図序- 2 　現場力変化の概念図

業績管理強化

短期利益重視

現　場　力

裁 量 権
余　裕

技 能 形 成 リーダー育成

チームワーク

コミュニケーション

非正規使用

企業行動
の変化

現場力
への影響
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がいい」現場の実現に努めながら、企業の生産性に深く
関わっている。「余裕がある意識」が生産性向上を生む
と同時に、働きやすい職場環境も作るという仮説に立っ
て、組合員等の声を聞き、経営が理解できるよう「整理」

「翻訳」し、経営の意思決定に有用な判断材料とする努
力を続けている。留意すべきは、経済環境や経営戦略の
変化に対応しながら、ものづくりシステムの再構築に一
定の役割を果たすため、組合自身が職人的技能の蓄積で
はなく、さまざまな階層の労働者を育てることができ、
かつ高品質の製品製造に必要な技能を習得することが、
新しい現場力には不可欠と提起している。量産工程の相
当部分をすでに非正規労働者が担っている状況のなか
で、新たな形で現場力を再構築しようとする試みといえ
よう。ただし、非正規労働者増加の影響を見極めながら、
同じ現場で働く多様な労働者の連帯を構築することが、
組合のさらなる交渉力の強化につながると提起した。

　
第4章  ［流通］創意工夫を生み出す労使関係

分析の焦点を、組合による組織的参加が職務中心参
加にどのような影響を与えるかに当てた。分析の結果、
組合の組織的参加が生産性向上に大きく貢献しているこ
とを発見した。ただし、労使のベクトルが一致することが、
組合自身に対して問題を生じさせ得ることも指摘した。

Ｄ社は、多数の非正規労働者を含むすべての労働者
に対して「創意工夫」を求め、実行している。この過程
で果たす組合の役割は大きい。まずは、創意工夫が各従
業員層のなかで「内発的」に生み出されるよう、商品知
識への研修や動機づけなどを組合自身が行っている。特
に、非正規労働者に対しては会社以上に教育やコミュニ
ケーションの機会を提供し、創意工夫の気づきの場とし
て機能させている。また、個々人の創意工夫が組織的に
同じ方向を向くよう、非正規労働者を含め全従業員への
正確な情報の伝達・理解に努めている。さらに、組合は、
現場と管理を繋げる主任や課長クラスの教育に、会社に
劣らず力を入れている。このように、膨大な従業員を組
織して要望を聞きながら組合員を一つの方向にまとめる
ことが、企業の生産性向上に寄与すると同時に、組合の
対経営交渉力の源となっている。

課題の一つは、労使の人材育成の方向性が同じであ
ることが、組合固有の利害関心にどのように働くかとい
う問題である。もう一つは、創意工夫のレベルとその職

位との対応および報酬との連動が組織内階層によって著
しく異なり、公正性と適正性にどう影響するかの問題も
ある。

第5章  ［宅配］労使が支える現場の自律性と 
　　　　企業競争力

分析の焦点を、チームの「裁量権＝自律性」に当てた。
分析の結果、「自律的な職場集団」がＥ社の競争力の源
であることを発見した。それをふまえ、労使が引き続き
その自律性を守っていくことが重要と提起した。

Ｅ社は、各営業拠点を結ぶネットワーク構築に先行
投資し、潜在需要を掘り起こしてネットワークの密度を
濃くすることで、収益をあげるビジネスモデルを採用し
ている。ゆえに、生産性を維持・向上させながら顧客に
より良いサービスを提供することに、従業員の協力を得
る必要がある。先行研究では、個々のセールス・ドライ
バーの裁量性やインセンティブ給による生産性向上効果
が強調されたが、Ｅ社の人事・賃金制度は、モニタリン
グによる業績管理とチームを重視する特徴があり、金銭
的刺激よりもモニタリングによる業績管理の仕組みが生
産性向上に重要といえる。

その際、コアの役割を果たすのが、自律性をもつ現
場の作業者集団である。宅配業は、職場集団の自律的な
協力体制によって、日々変わる業務量に対応しながら、
品質を維持せざるを得ない産業特性を有している。ゆえ
に、職場集団の自律性を守ろうとする意識は労使ともに
共通している。ただし、近年のモニタリングによる業績
管理の一層の強化や非正規労働者の増加が職場集団の自
律性にどのような影響を及ぼすか注目される。

第6章　［外食］「人づくり」と「現場力」

分析の焦点を、チームの「裁量権＝自律性」に当てた。
ただし、Ｅ社と違い、管理主導で行われるチームワーク
であり、作業チームの自律性に組合はほとんど関与して
いない。分析の結果、職場への裁量権の付与が企業競争
力の源であることを発見し、労働条件を守ることが、組
合の基本的な存在意義であることを指摘した。

Ｆ社は、店舗に大幅な裁量権を委ね、自主性を重視
する経営方針を採用してきた。店内調理へのこだわりが
その典型で、多くの店舗が立地や客層などに主体的に対
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応することを通して、良い経営実績を生み出してきた。
この裁量権は、「人づくり」に支えられてはじめて具体
化する。実際、店長はじめ従業員の能力を高め、そのモ
チベーションを向上させるために、店内調理の重視、オ
ープン・キッチンの導入、各種の研修・教育機会の整
備・拡充、賃金や労働時間をはじめとした労働条件の改
善などの努力を積み重ねてきた。

これらを通して、「人づくり」に資する環境・条件の
整備を行った。この「人づくり」の重視は、働く場の魅
力を高め、人材の確保や定着に有利な条件を作り上げ、
良い人材の確保・定着がさらに「人づくり」を進める好
循環を生み出している。組合は直接かかわらないが、労
働時間管理の適正化や賃金制度・水準の改善を通して、
この好循環に大きな役割を果たしている。

第7章  ［人材派遣］労働者派遣業における労使 
　　　　関係の多層化と労働組合の取り組み

分析にあたって、派遣労働者と派遣企業が「Win－
Win」するための要件として、キャリアに焦点を当てた。
分析の結果、適切な営業体制とキャリア支援が常用型派
遣の競争力であることを発見し、組合の全国的な支援体
制とチェック機能がそれを支えることを指摘した。

登録型派遣と違い、常用型派遣は内部労働市場化の
もとでキャリア形成が進む。ただし、派遣元と派遣先と
の間に市場取引が存在するがゆえに、順調なキャリア形
成のためには、派遣先内での配置転換や派遣先間の移動
に際して、派遣元独自の充実したキャリアサポートが必
要となる。Ｇ社では営業部門がこれに大きな役割を果た
す。営業部門が派遣技術者の稼働率を上げ、派遣技術者
の単価を上げるように人材育成し、派遣先と交渉を行っ
ている。

Ｇ社は、派遣技術者のキャリア支援ができる営業担
当者を育成し、不満や意見を吸収できる派遣技術者のネ
ットワーク化も進めている。他方、組合も充実した専従
体制で地域ごとのきめ細かい支援体制を構築している。
派遣先での不満や意見の吸収という点で派遣元の労使の
利害は一致する。

ただし、ライフイベントに影響を受けた働き方の組
み直しを労働者が希望する場合は、不一致が生じ得る。
組合は、ワークライフ・コンフリクト対策や中長期的な
キャリア形成支援に取り組んでおり、営業担当者には話

せないことも組合には相談できる関係を構築しつつある。
しかし、ライフイベントをめぐる不一致は広がる可能性
があり、その対応は今後も力を入れるべき課題である。

第8章  ［産業機械］製品開発力を生み出す企業 
　　　　内連携と労使関係

分析にあたって、現場力に基づく「組織内連携」に
焦点を当てた。分析の結果、綿密な企業内連携とそれを
担う人材が注文生産型中小企業の競争力であることを発
見し、労使による日常的な情報共有がそれを支えること
を指摘した。

Ｈ社は、高い製品開発力を誇る粉体機器製造企業で
ある。その高い能力を支えているのが密な組織内連携で
ある。Ｈ社の製品開発は営業担当者の売り込みから始ま
るが、その直後から技術・設計・製造・資材・経理が相
互に現場情報を適切に加工・伝達しながら開発を進め
る。そして、この企業内連携を成り立たせるのが労使間
の情報共有である。

組合は、経営に積極的に参加するだけでなく、賃金
などの労働条件に関しては粘り強い交渉を続けており、
その意味で、「参加分配型」労使関係の代表例といえる。
なお、企業内連携を成り立たせるもう一つの仕組みは、
従業員の幅広いキャリア形成である。ただし、残業時間
などは従業員個人単位でチェックできる体制が整ってい
るが、その原因の解決をめぐる協議は、組合も十分踏み
込めていない。労働時間削減のためには、これまで以上
に分析的な事前協議が求められる。

【委員会構成】
主　査：禹　　宗　  埼玉大学経済学部教授

委　員：土屋　直樹  武蔵大学経済学部教授

　　　　金井　　郁   埼玉大学経済学部准教授

　　　　梅崎　　修   法政大学キャリアデザイン学部准教授

　　　　鬼丸　朋子 中央大学経済学部准教授

　　　　平木　真朗 西南学院大学商学部准教授

事務局：龍井　葉二  副所長

　　　　小島　　茂  主幹研究員

　　　　中野　治理  前主任研究員

　　　　矢鳴　浩一  前主任研究員（主担当）

　　　　小熊　　栄  主任研究員

　　　　内藤　直人  研究員
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格差に対する意識とこれから
～JGSS 調査データを用いた分析

前主任研究員　前田佐恵子　

　「格差社会」とは、経済的または社会的な一定の基準
に基づいて、構成員が階層化した社会を示すとされてい
る1。所得や資産といった面で経済的な差が歴然と存在
し両極化している場合や、階層間の移動が不可能あるい
は困難である状態が存在することを示すということと考
えられる。なお、当然ながら「格差」とは絶対的な水準
を示すものではなく、社会における相対的な内容を示す
ものであり、それを示すものが格差指標と呼ばれる。こ
の格差指標が一定程度確認されることだけで「格差社 
会」とはいえない。
　全世界を範囲にとって考えると、先進国と後進国の経
済力の格差は歴然としており、どの国の国民として生ま
れたかによって大きな生活水準の違いが生じる。こう考
えると、世界全体の格差は大きく、地球は「格差社会」
と呼べるのかもしれない。一方で、国内における所得格
差を考えると、どの社会にも格差はあるだろうが、それ
が大きいと考え問題とするかは各社会のおかれた事情に
よるだろう。グローバル化の進展等により後進国の経済
が急速に発展して生活水準が全体的に引き上がっていけ
ば、先進国とこの発展する後進国の経済力差は小さく
なっていくだろうし、後進国に住む人々の格差に対する
意識も変化する可能性がある。
　日本は第２次世界大戦直後、敗戦の傷も負った貧しい
国であったが、高度成長期を経験し先進国との経済格差
が縮小した。その経済発展に合わせて、1970 年代には
ジニ係数が縮小し、80 年代にかけては生活保護世帯が
減少するなど、格差や貧困を表す指標が低下傾向にあっ
たことを確認できる（図表１）。この時代、「一億総中流」
という言葉にも反映されたように、同等の階級意識を
持った（ここでは中流として中の上、中の中、中の下と

自称する）人々が多くなって格差や貧困に対する関心が
弱まったことが伺える。しかし、「失われた２０年」と
も言われた 1990 年代後半以降は、先進国との経済格差
は考えられていないが、国内の格差指標や貧困を示す度
合いが高まっている状況が確認され、再び「格差」に対
する意識が高まっている。

　一橋大学の小塩教授、神戸大学の小林研究員2 の研究
では、自分の周辺の格差指標が厚生（幸せと感じる度合
い）に影響する程度を、「格差を気にする」程度である
として計測を試みている。これは大阪商業大学が東京大
学社会問題研究所の支援を受けて実施している JGSS 調
査のデータを用いた分析であり、幸福感について「幸
せである」とする回答を「１」、そうでない場合を「０」
とするロジット回帰式による推定結果で示している。格
差指標としては地域（居住都道府県）のジニ係数を用い
ており、これを幸福感に対して回帰した際の係数がマイ
ナスである場合は、ジニ係数が高くなればなるほど幸福
度が「１」となる確率が減じ、幸福感を引き下げている
ということになる。これを年齢や性別、所得階層といっ
た個人属性を説明変数に加えて多重回帰でコントロール
したうえで、就業状況ごとにジニ係数が幸福感に与える
影響の違いをとりだしている。結果、安定的な就業状態

（正規労働者）や非労働力（退職者、主婦）の人たちの
間ではジニ係数の拡大は幸福度に有意に影響及ぼさない
が、不安定な就業状態（非正規労働、自営業、失業者）
の人では、ジニ係数が幸福度を有意に引き下げる効果が
確認されたことになる。
　なお、上記の研究は、2000 年と 2005 年の JGSS 調
査をプールして行なわれているが、直近で利用可能な
2010 年の調査結果を用いて同様の推定式で確認する（図

Ⅰ

格差とそれに対する意識の変遷

研究ノート
Research Note

Ⅱ

誰が「格差」を意識しているのか
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表２（２））と、ジニ係数が幸福度に有意に影響すると
いう結果はえられなかったものの、不安定な就業状態の
人は安定的な就業状態の人よりも強い負の相関がみられ
るなど、小塩教授らの研究と同様の傾向を見ることがで
きた。こうした不安定な就業の人の割合が増えれば格差
に対する意識も高まるということになるだろう。

　上記の研究は「格差」への意識の高まりを示すもので
あって、不安定な就業状態や所得が低いことが将来にわ
たって続く、またはこれらの格差が両極化するといっ
た「格差社会」を説明するには十分ではない。日本では、
世代や生涯にわたって所得や社会的な立場等を確認しう
るデータが十分ではないため、格差社会となっているの
かどうかということを検証することはできない。ただ格
差が拡大・固定化する可能性を模索することはできるか
もしれない。
　社会学の領域では現在の格差が「希望格差」を生み、
希望ややる気が行動に強く影響をした結果、格差がより
拡大して「格差社会」につながる可能性を指摘する研究
がある。こうした希望に注目をして「格差社会」となる
可能性やそれに対しての意識を考えてみよう。上記分析
で用いた JGSS 調査で、主観的に「あなたやあなたの家
族の生活水準を向上させる機会が、どのくらいあります
か」と尋ねている。この答えを今後の「チャンス」の有
無に対する主観的見方と考え、幸福度との関係からこう
した格差拡大を意識しているかどうかみてみよう。
　図表３は、所得階級や就業状況別にチャンスに対する
見方と幸福感との関係をみたものである。幸福感を尋ね
る質問のうち 5 段階の最高位「幸せである」と答える人
の割合は、明らかに「チャンスがある」と答えている人
は「幸福」と答える割合が高く、とくに「チャンスが十
分にある」としている人では、所得の多寡や就業状態に
かかわらず、およそ半分が「幸せである」と答えている
ことが分かる。
　この関係からは、現在の状況が「チャンス」の有無に
大きく影響するとまではいえず、また、「格差社会」で
あると強く認識しているということもいえないが、今後
所得や就業状態が変わる機会がない、つまりは「格差社
会」につながる状況を予想することが人々の幸せに影響
するということはいえそうだ。より精緻な分析が必要だ
が、もし格差の存在自体だけではなく将来のチャンスが
幸福感に大きく影響するのであれば、現在の格差をとに

かく是正するという姿勢だけではなく、チャンスを準備
する方策を示すことが、人々により幸福感をもたらすの
に必要な取り組みといえるかもしれない。

Ⅲ

格差社会の可能性と幸福感
ジニ係数
当初所得

ジニ係数
再分配所得

図表１　ジニ係数、生活保護世帯割合の推移

（備考）厚生労働省「国民生活基礎調査」、「社会福祉行政
業務報告」より作成

図表３　所得差、就業状態と幸福感との関係
「幸せである」と答えている人の割合

（所得階級・チャンスの認識別）

（就業状態・チャンスの認識別）

図表２　就業状態ごとのジニ係数と幸福感の係数3

1  大辞林より抜粋。
2　Takashi Oshio and Miki Kobayashi, "Area-level income 

inequality and individual happiness: Evidence from 
Japan," Journal of Happiness Studies , 12(4), 2011, pp.633-
649.

3　他に、性別、年齢階層、婚姻関係、こどもの数、学歴、
世帯所得、他人への信頼感、（地域の）平均世帯所得、地
域ダミーが説明変数として含まれている。
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データを用いて若年無業の実態と問題
の本質を探る。
　本書のタイトルともなっている「無
業社会」について、著者たちは「誰も
が無業になりうる可能性があるにもか
かわらず、無業状態から抜け出しにく
い社会」を指すとしているが、第２章
のなかで描かれる７人の若年無業者
は、まさに、普通の真面目な若者たち
である。例えば、有名私立大学を卒業
し、大手飲食店に就職した若者のケー
スでは、出社した記録を公休をとった
ように改ざんされ、残業代も正しく支
払われていないことを上司に指摘し改
善を求めたところ、非を認めるどころ
か逆に怒号を浴びせられて退社を決意
したという。退職後は、それまでの疲
労から、働くことをしばらく考えられ
ず無業状態に陥ってしまった。また、
公務員になる夢をあきらめ、大学卒業
後 IT 企業に正社員として入社した別
の若者のケースでは、休みも取得でき
ない激務の末に、突然正当な理由なく
退職勧奨を受けた。その後精神疾患を
患って無業状態になってしまった。言
うまでもなく、いずれも本人たちが悪
いわけではない。
　第３章では、利用できる政府統計だ
けでなく、育て上げネットの相談者へ
のアンケート集計を用いて、若年無業
者に対する誤解を解きほぐしていく。
求職しない理由や就業を希望しない理
由で最も多いものは、病気やけがであ
り、本人の仕事のえり好みや甘えと
いったイメージは誤解であること、公
的相談窓口や身内に相談しないのは怠
惰ではなく、本人は何をどう相談した
ら良いのか整理できていないばかり
か、ハローワークの存在すら知らない

という実態があること等、セーフティ
ネットの穴の問題について明らかにす
る。そして、続く第４章では、現代の
日本型社会システムにおける「コミュ
ニティの三つの機能不全」として、①
村落共同体の機能不全、②近代市民社
会にある自発的な問題解決のためのア
ソシエーションへの信頼の不在、③そ
れらに代わる、なんらかの共同体の不
在をあげ、一度企業社会や労働市場か
らこぼれ落ちると再びそこに参入する
ことの難しさを指摘している。
　第６章でも言及されているが、奇し
くも 2006 年からの第一次安倍内閣
は、若者の再チャレンジを政策に掲げ
て「内閣府特命担当大臣（再チャレン
ジ担当）」を 2007 年に設置し、地域
若者サポートステーションやジョブカ
フェの拡充を進めた。しかし、現在の
第二次安倍内閣の政権運営を見る限
り、若年無業問題の解決意欲はかなり
後退したと言わざるを得ない。だが、
そのような政権の姿勢を悲観的に嘆い
ているだけでは、問題は何も解決しな
い。残念ながら本書では採りあげられ
ていないが、先に紹介したケーススタ
ディやコミュニティの機能不全の問題
を考えると、そこにこそ労働組合の出
番があるように思える。労組の政策担
当者だけでなく、地域においてプレゼ
ンスの確立や組織拡大に取り組む組合
役員に貴重な気づきを与えてくれる一
冊である。関係者にはぜひ一読をお薦
めする。

年無業というと、ニート1 とい
う言葉が想起される。この言葉

が日本において広く知られるように
なったのは、2005 年に内閣府が実
施した「青少年の就労に関する研究調
査」のなかで調査分析を担当した東京
大学社会科学研究所助教授（当時）の
玄田有史氏らの著書 2 のなかで使われ
たことがきっかけであった。そこでは、
15 歳～ 34 歳の就業も通学もしてお
らず、収入を伴う仕事をしていない独
身者を「無業者」と呼び、そのなかで
も就業を希望しているものの実際には
求職活動を実施していない「非求職型
無業者」、就業そのものに希望を見出
してない「非希望型無業者」の総和を
ニートと定義している。
　本書では、ニートとともにフリー
ター、ひきこもりという言葉をメデイ
アが多用することで「怠惰な若者たち」
の存在を社会に印象づけ、若年無業者
のイメージを誤ったものにしたと指摘
している。そのうえで、若年無業者へ
の丁寧な聞き取りと著者のひとりでも
ある工藤啓氏が運営するNPO法人「育
て上げネット」が集めた 2,333 人の

小
熊
　
栄
　
連
合
総
研
主
任
研
究
員

工藤啓・西田亮介	著
朝日新聞出版
定価760円（税別）

無業社会　働くことができない若者たちの未来

若年無業は自己責任ではすまされない問題だ

若

最近の書棚から

1  NEET: Not in Education, Employment, 
or Training

2  代 表 的 な も の に 玄 田 有 史・曲 沼 美 恵
（2004）「ニート　フリーターでもなく失
業者でもなく」幻冬舎
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　OECDが７月に発表した「今後50年の政策課題」によると、高齢
化および新興国の緩やかな失速により、世界の成長率は2010年～
2020年の3.6％から2050年～ 60年には2.4％に鈍化し、イノベー
ションや技能投資にますますけん引されるようになると推計されて
いる。また、技術進歩が高技能労働者に対する世界の需要を高め、賃
金格差を拡大させるため、2060年までにOECD圏の平均的な市場所
得格差は、現在OECD圏内で格差が最大である国々の水準に達する
とも述べている。
　つまり、一人当たりGDPの増加は、技術の蓄積、とりわけイノベ
ーションと知識をベースとした資産に今後ますます依存するように
なり、より高い技術と知識にけん引された成長は、成長それ自体が
緊張と不平等を生み出し続けるというトレイドオフが生じるという
のである。さらに、構造調整が引き続き行われ、特に同じセクター
内の企業間（生産性の低い企業から高い企業へ、環境対策の遅れた
企業から進んだ企業へ）と新興国内での調整が進むと、労働者の生
活の安泰に及ぼす影響への対処が必要となる。これを放置すると、不
平等の拡大と構造調整のコストが、結果として安定と成長への反撃
になりかねないと警告する。
　また、金融危機前の20年をみると、ほとんどのOECD諸国で世帯
の可処分所得格差が拡大しており、その要因として、資産収入（集
中する傾向を持つ）の増大、所得分配的ではない税制と社会給付、世
帯構造の変化などを挙げている。しかし、最も大きな要因は、収入

そのものの格差拡大にあるとしている。OECD諸国のフルタイム労
働者の総収入（賃金）を十分位でみると、第9十分位の上限値は第1
十分位の上限値にくらべ、この20年間、増加速度が年率で0.6％上
回っている（Braconier et al., 2014）。これは、スキル偏向的技術
革新（SBTC）が教育の成果や一人当たりの収入増を相殺してさら
に上回ったことを示すと分析している。
　また、今後50年のSBTCの進展ペースの正確な予測はできないが、
戦後一貫してそうであったように、スキル偏向的技術革新は進むも
のとみられ、この仮定に基づけば、OECD諸国は今後50年で収入格
差が17％から40％拡大すると推計している。現在、OECD諸国で格
差の小さい国（イタリア、スウェーデン、ノルウェー）でも2060年
にはOECD諸国の現時点での平均と同じレベルとなり、2060年の
OECD諸国の平均は、現在のアメリカ並みのレベルとなるとしている

（図1）。つまり、SBTCが進むとすべての所得階層で実質所得は増加
するものの、その増加の程度は異なると述べている（図2）。
　成長のためにはイノベーションや技能投資が不可欠となるが、こ
のための政策を進めると所得格差にさらなる圧力をかける可能性が
ある。このジレンマに対応するためには、効率的な再分配措置と教
育政策の実施が極めて重要であると指摘している。具体的には、「教
育の機会均等、生涯教育の重視」、「資本と労働の流動性に対応した
税制と社会保障制度の改革、資産性所得への課税シフト」などを提
起している。

今月のデータ
所得格差は拡大する
経済協力開発機構（OECD）「今後50年の政策課題」

図１　総収入格差（第 9＋分位・第１＋分位）2010 年と2060 年

図２　実質総収入（第 9＋分位・第 5＋分位・第 1＋分位）2010 年～ 60 年 OECD 平均
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Figure 5. Earnings inequality and earnings 
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Note: Ratio of gross earnings (before tax and transfers) of the 9th and the 1st deciles of the earnings distribution.Skill-biased 
technological change is measured as the combined effect of the global trend and multifactor productivity (See Braconier et al., 2014). 
Product market regulation measures how deregulation markets will increase inequality.

Source: OECD calculations based on the OECD Economic Outlook 95 long-term database. 
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出所：「OECD今後50年間の政策課題」2014年7月
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D I O
２０１４　

　春闘集中回答日の頃、ある会議でお
会いした、私の出身産別の大先輩が、

「今年はめずらしくニュースで春闘の
ことをやっているね」と、皮肉交じり
におっしゃったことが、重く心に残っ
た。子供のころ、春闘といえば、漫画「サ
ザエさん」のネタにもなり、歳時記に
も載る国民的年中行事（？）だった。
ストで交通機関がマヒしたり、小競り
合いがあったりして、連日ニュースを
賑わし、子供でも知っていた。勤め人
たちには、組合員であろうがなかろう

が、「春闘＝給料が上がる」という共
通認識があったと思う。しかし、今の
春闘にこれほどの存在感はない。今
年は、異例の政府による賃上げ要請と
か、連合の5年ぶりのベア要求などで、
確かにニュースにはなったが、さてそ
の本質やいかに？ 来年で春闘60年。
正念場である2015春闘に向けた議論
が始まったこの時期に、歴史を振り返
り、将来につなげたいという思いで特
集を企画した。

（ゆく川の流れ）
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【8月の主な行事】

 8 月 4 日 臨時企画会議

 5 日 次代につなく「しごと」と「くらし」プロジェクト

（主査　毎熊 浩一　島根大学 法文学部准教授）【連合島根】

  労働組合の基礎的な活動実態に関する研究委員会

（主査　仁田　道夫　国士舘大学教授）

 6 日 所内会議

 7 日 所内勉強会

　 8 日 経済社会研究委員会　　　　 　（主査　小峰　隆夫　法政大学教授）

 19 日 介護労働者の働き方・処遇に関する研究委員会

（主査　今野　浩一郎　学習院大学教授）

  住民自治と社会福祉のあり方に関する研究委員会

　　　  労働者教育に関する研究委員会  （主査　藤村　博之　法政大学教授）

 20 日 企画会議

 22 日 企画調整会議【連合】

 25 日 勤労者短観アドバイザー会議

 26 日 雇用・賃金の中期的なあり方に関する研究委員会

 27 日 所内会議

［職員の異動］

＜退任＞　
前田佐恵子（まえだ　さえこ）主任研究員　7月31日付退任

〔ご挨拶〕約2年の間、お世話になりました。連合総研では
マクロ経済情勢に関する調査を中心に担当しましたが、その
調査の過程で労働界や研究者の方から意見を頂けましたこと
は大変勉強になりました。今後携わる業務にもこちらで得た
知見をいかしてまいりたいと思います。

（内閣府経済社会総合研究所着任）

内藤　直人（ないとう なおと）研究員　７月31日付退任
〔ご挨拶〕３年間の連合総研の在任中は、有期・短時間雇用
に関する研究、雇用・賃金のあり方に関する研究を中心に、
経済情勢の分析、勤労者短観調査の分析、組合の地域活動に
関するヒアリングなど様々な研究にかかわることができまし
た。研究者や調査協力者の皆様との意見交換や得られた示唆
は、私にとって貴重な財産です。ありがとうございました。
今後とも宜しくお願い致します。

（電機連合本部産業政策部着任）

高山　尚子（たかやま　なおこ）研究員　8月31日付退任
〔ご挨拶〕3年間の任期を終え、８月末をもって退任しまし
た。調査・研究にご協力いただいた皆様に心より感謝いたし
ます。連合総研での学びと出会いを糧に努力していきたいと
思いますので、引き続きご指導のほどよろしくお願い申し上
げます。　　　　　　　　（自治労本部総合政治政策局着任）

＜着任＞　
河越　正明（かわごえ　まさあき）主任研究員
7月22日付着任

〔ご挨拶〕内閣府から着任しました。これまで、内閣府や
OECD経済局、日本経済研究センターなどで、経済予測を通
じて政策を考える仕事をしてまいりました。この経験を連合
総研での仕事に役立てていければと思います。

柳　宏志（やなぎ　ひろし）　研究員　8月1日付着任
〔ご挨拶〕8月1日付で、連合本部から着任いたしました。非
力ではありますが、一日も早くみなさんのお役にたてるよう、
精一杯がんばりたいと思っています。どうぞよろしくお願い
いたします。
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